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６次産業化法に基づく事業計画の第3回認定について　　　

今回の認定案件（４６件）においては、対象農林水産物として野菜（３０％）の割合が多い。
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H23年度第3回認定

広島 6 8 1 2 2 3 1

山口 2 2 2 1

徳島 6 10 4 3 1 1 1

香川 6 0

愛媛 7 3 2 1

高知 8 4 1 2 1

※複数の農林水産物を対象とする事業者があるため
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